
   （仮称）大磯町携帯電話基地局の設置等に関する条例（素案） 

 

令和●年●月●日 

大磯町条例第●号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、携帯電話基地局の設置等に関し、事業者が近隣住民に対して事前に

配慮すべき事項、設置計画等の手続、その他事項を定めることにより、町民と事業者と

の紛争を未然に防止することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) 携帯電話基地局 携帯電話端末その他これらに類するデータ通信用の機器相互間

の通信を中継する送受信兼用の設備（主として屋内又はトンネルの通信状況を改善す

るためのもの及びWi-Fiのアクセスポイントに係る諸設備を除く。）をいう。 

 (2) 事業者 携帯電話基地局の設置又は改造（当該携帯電話基地局の形状又は出力を変

更することをいう。以下同じ。）をしようとする携帯電話通信会社をいう。 

 (3) 土地所有者等 土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しく

は占有する者をいう。 

 (4) 近隣住民 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者をいう。 

  ア 既存の建築物又は工作物（以下「建築物等」という。）に携帯電話基地局を設置又

は改造（以下「設置等」という。）をするとき 設置等をする携帯電話基地局からの

水平距離が当該携帯電話基地局の地上からの高さの２倍に相当する範囲内におけ

る土地所有者等であって、当該建築物等の敷地に隣接する土地に係る土地所有者等

であるもの 

  イ ア以外のとき 設置等をする携帯電話基地局からの水平距離が当該携帯電話基

地局の高さの２倍に相当する範囲内における土地所有者等 

 （町の責務） 

第３条 町は、近隣住民と事業者との紛争を未然に防止するための施策を実施するものと

する。 

 （事業者の責務） 

第４条 事業者は、携帯電話基地局の設置等をしようとするときは、近隣住民の意見を聴

き、紛争の防止に努めなければならない。 

２ 事業者は、携帯電話基地局の設置等をしようとする場合において、近隣住民に学校、

児童福祉施設その他の施設で規則に定めるものの土地所有者等が含まれるときは、当該

施設の管理者の意向を尊重するよう努めなければならない。 

 （近隣住民の責務） 



第５条 近隣住民は、事業者による説明について検討を行い、紛争の防止に努めなければ

ならない。 

（計画書の提出） 

第６条 事業者は、新たに携帯電話基地局の設置等をしようとするときは、当該設置等の

工事に着手する日の60日前までに、規則で定めるところにより、当該設置等の工事の計

画書を町長に提出しなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定により提出した計画書の内容を変更したときは、変更後の計画

書を町長に提出しなければならない。 

 （標識の設置） 

第７条 事業者は、近隣住民に携帯電話基地局の設置等計画の周知を図るため、規則で定

めるところにより、当該設置等計画の概要を記載した標識を当該工事を行う周辺に設置

しなければならない。 

 （近隣住民への説明等） 

第８条 事業者は、第６条第１項の計画書の提出後、規則で定めるところにより、近隣住

民に当該工事の計画の概要を説明し、周知に努めるとともに、近隣住民の理解を得るよ

う努めなければならない。 

２ 事業者は、近隣住民から前項の説明について説明会の開催を求められたときは、これ

に応じるよう努めなければならない。 

３ 事業者は、説明会を開催するにあたっては、開催予定日の７日前までに、近隣住民に

対し、説明会を開催する旨並びにその日時及び場所を書面をもって周知するものとする。 

４ 事業者は、第１項又は第２項の規定により近隣住民に説明したときは、当該説明の結

果を記載した報告書（以下「報告書」という。）を規則で定めるところにより、町長に提

出しなければならない。 

 （報告書の開示等） 

第９条 町長は、前条第４項の報告書の開示を当該近隣住民から求められたときは、これ

に応じるものとする。 

２ 町長は、前条第４項の報告書の提出があったときは、当該報告書を一般の閲覧に供す

るものとする。 

 （計画廃止の届出等） 

第10条 事業者は、第６条の規定により提出した計画書に掲げる計画を廃止するときは、

町長にその旨を届け出るとともに、近隣住民に対しその旨を周知するものとする。 

 （勧告） 

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事業者に対し、必要な措置を講ずること

を勧告することができる。 

 (1) 特別な理由がないにもかかわらず、第４条第１項に規定する近隣住民への説明及び

意見の聴取に努めない事業者 

 (2) 第６条の規定による計画書の提出をせず、又は虚偽の記載をした計画書を提出した



事業者 

 (3) 第８条第４項の規定による報告書の提出をせず、又は虚偽の記載をした報告書を提

出した事業者 

 （委任） 

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行し、同年５月31日以降に設置等の工事に着手す 

る携帯電話基地局に適用する。 

 

 

 

 

 

 


